


















資料９－２－１資料９－２－１資料９－２－１資料９－２－１

「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」（要旨）（要旨）（要旨）（要旨）
（平成（平成（平成（平成 12121212年年年年 4444月月月月 18181818日）日）日）日）

1.1.1.1. 検討の目的検討の目的検討の目的検討の目的
〇　最近の金融サービス分野における電子取引の普及〇　最近の金融サービス分野における電子取引の普及〇　最近の金融サービス分野における電子取引の普及〇　最近の金融サービス分野における電子取引の普及・展開は金融サービス業や市場のあ・展開は金融サービス業や市場のあ・展開は金融サービス業や市場のあ・展開は金融サービス業や市場のあ
り方を大きく変化させている。この適正な運営と円滑な発展を図る観点から、監督当局り方を大きく変化させている。この適正な運営と円滑な発展を図る観点から、監督当局り方を大きく変化させている。この適正な運営と円滑な発展を図る観点から、監督当局り方を大きく変化させている。この適正な運営と円滑な発展を図る観点から、監督当局
としては、これまでの規制の在り方や監督方法を電子取引の特性に対応したものに適応としては、これまでの規制の在り方や監督方法を電子取引の特性に対応したものに適応としては、これまでの規制の在り方や監督方法を電子取引の特性に対応したものに適応としては、これまでの規制の在り方や監督方法を電子取引の特性に対応したものに適応
させ、実効性ある利用者保護を確保することが求められている。させ、実効性ある利用者保護を確保することが求められている。させ、実効性ある利用者保護を確保することが求められている。させ、実効性ある利用者保護を確保することが求められている。
〇　検討にあたっては、①電子金融取引を利用者にとって〇　検討にあたっては、①電子金融取引を利用者にとって〇　検討にあたっては、①電子金融取引を利用者にとって〇　検討にあたっては、①電子金融取引を利用者にとって「安心で便利な」ものとするこ「安心で便利な」ものとするこ「安心で便利な」ものとするこ「安心で便利な」ものとするこ
と、②監督行政の対応が、電子金融取引の発達を阻害と、②監督行政の対応が、電子金融取引の発達を阻害と、②監督行政の対応が、電子金融取引の発達を阻害と、②監督行政の対応が、電子金融取引の発達を阻害したり、その普及を過度に抑制すしたり、その普及を過度に抑制すしたり、その普及を過度に抑制すしたり、その普及を過度に抑制す
るものとならないようにすること、③常に実情に即した監督行政となるよう不断に見直るものとならないようにすること、③常に実情に即した監督行政となるよう不断に見直るものとならないようにすること、③常に実情に即した監督行政となるよう不断に見直るものとならないようにすること、③常に実情に即した監督行政となるよう不断に見直
す柔軟性をもつことが必要である。す柔軟性をもつことが必要である。す柔軟性をもつことが必要である。す柔軟性をもつことが必要である。
〇　電子取引の普及によって金融サービスの越境取引等が容易になり、一国のみでの監督〇　電子取引の普及によって金融サービスの越境取引等が容易になり、一国のみでの監督〇　電子取引の普及によって金融サービスの越境取引等が容易になり、一国のみでの監督〇　電子取引の普及によって金融サービスの越境取引等が容易になり、一国のみでの監督
行政の対応には限界が生じている。当研究会での検討が、今後、国際的な場における電行政の対応には限界が生じている。当研究会での検討が、今後、国際的な場における電行政の対応には限界が生じている。当研究会での検討が、今後、国際的な場における電行政の対応には限界が生じている。当研究会での検討が、今後、国際的な場における電
子金融取引の監督原則子金融取引の監督原則子金融取引の監督原則子金融取引の監督原則・フレームワークの構築にかかる検討に寄与することが期待され・フレームワークの構築にかかる検討に寄与することが期待され・フレームワークの構築にかかる検討に寄与することが期待され・フレームワークの構築にかかる検討に寄与することが期待され
る。る。る。る。

2.2.2.2. 基本的な視点基本的な視点基本的な視点基本的な視点
(1)(1)(1)(1) 　電子取引の発達を阻害せず、その長所が活かされるようにすること　電子取引の発達を阻害せず、その長所が活かされるようにすること　電子取引の発達を阻害せず、その長所が活かされるようにすること　電子取引の発達を阻害せず、その長所が活かされるようにすること
〇　ペーパーレス化、非対面性、迅速性、時間的〇　ペーパーレス化、非対面性、迅速性、時間的〇　ペーパーレス化、非対面性、迅速性、時間的〇　ペーパーレス化、非対面性、迅速性、時間的・距離的制約の解消等という電子取引の・距離的制約の解消等という電子取引の・距離的制約の解消等という電子取引の・距離的制約の解消等という電子取引の
特性が十分活かされれば、サービス提供者、利用者双方にとって多大な利便とコストの特性が十分活かされれば、サービス提供者、利用者双方にとって多大な利便とコストの特性が十分活かされれば、サービス提供者、利用者双方にとって多大な利便とコストの特性が十分活かされれば、サービス提供者、利用者双方にとって多大な利便とコストの
低減をもたらし、また市場の活性化、効率化に資する。したがって、電子取引の特性を低減をもたらし、また市場の活性化、効率化に資する。したがって、電子取引の特性を低減をもたらし、また市場の活性化、効率化に資する。したがって、電子取引の特性を低減をもたらし、また市場の活性化、効率化に資する。したがって、電子取引の特性を
減殺することなく、その長所ができるだけ発揮されるよう規制の点検、見直しを行う。減殺することなく、その長所ができるだけ発揮されるよう規制の点検、見直しを行う。減殺することなく、その長所ができるだけ発揮されるよう規制の点検、見直しを行う。減殺することなく、その長所ができるだけ発揮されるよう規制の点検、見直しを行う。

(2)(2)(2)(2) 　電子取引の特性に即した利用者保護を図ること　電子取引の特性に即した利用者保護を図ること　電子取引の特性に即した利用者保護を図ること　電子取引の特性に即した利用者保護を図ること
〇　電子取引の特性を踏まえ、利用者にとっては、取引過程における諸手続等が適切に履〇　電子取引の特性を踏まえ、利用者にとっては、取引過程における諸手続等が適切に履〇　電子取引の特性を踏まえ、利用者にとっては、取引過程における諸手続等が適切に履〇　電子取引の特性を踏まえ、利用者にとっては、取引過程における諸手続等が適切に履
行されることがより重要となり、また、来店型店舗がないもとでの適正な業務運営やト行されることがより重要となり、また、来店型店舗がないもとでの適正な業務運営やト行されることがより重要となり、また、来店型店舗がないもとでの適正な業務運営やト行されることがより重要となり、また、来店型店舗がないもとでの適正な業務運営やト
ラブルへの責任ある対応をいかに確保するかも課題となる。こうした観点から、現行のラブルへの責任ある対応をいかに確保するかも課題となる。こうした観点から、現行のラブルへの責任ある対応をいかに確保するかも課題となる。こうした観点から、現行のラブルへの責任ある対応をいかに確保するかも課題となる。こうした観点から、現行の
利用者保護のための様々な規制を見直し、電子取引の実態に即した内容に改めていく。利用者保護のための様々な規制を見直し、電子取引の実態に即した内容に改めていく。利用者保護のための様々な規制を見直し、電子取引の実態に即した内容に改めていく。利用者保護のための様々な規制を見直し、電子取引の実態に即した内容に改めていく。

(3)(3)(3)(3) 　国際的側面に配慮すること　国際的側面に配慮すること　国際的側面に配慮すること　国際的側面に配慮すること
〇　電子取引の特性として越境取引や外国業者の参入が極めて容易になることがあげられ〇　電子取引の特性として越境取引や外国業者の参入が極めて容易になることがあげられ〇　電子取引の特性として越境取引や外国業者の参入が極めて容易になることがあげられ〇　電子取引の特性として越境取引や外国業者の参入が極めて容易になることがあげられ
るが、このことは、利用者の選択肢の多様化と取引コストの低減をもたらす一方で、利るが、このことは、利用者の選択肢の多様化と取引コストの低減をもたらす一方で、利るが、このことは、利用者の選択肢の多様化と取引コストの低減をもたらす一方で、利るが、このことは、利用者の選択肢の多様化と取引コストの低減をもたらす一方で、利
用者保護の実効性をいかに担保するか等の問題をはらむ。国際化に適切に対応できるよ用者保護の実効性をいかに担保するか等の問題をはらむ。国際化に適切に対応できるよ用者保護の実効性をいかに担保するか等の問題をはらむ。国際化に適切に対応できるよ用者保護の実効性をいかに担保するか等の問題をはらむ。国際化に適切に対応できるよ
う、規制の整備と国際的な整合性の確保、監督当局間の連携の強化を図る。う、規制の整備と国際的な整合性の確保、監督当局間の連携の強化を図る。う、規制の整備と国際的な整合性の確保、監督当局間の連携の強化を図る。う、規制の整備と国際的な整合性の確保、監督当局間の連携の強化を図る。



(4)(4)(4)(4) 　行政全般にまたがる観点や他の行政分野との整合性に配慮すること　行政全般にまたがる観点や他の行政分野との整合性に配慮すること　行政全般にまたがる観点や他の行政分野との整合性に配慮すること　行政全般にまたがる観点や他の行政分野との整合性に配慮すること
〇　金融監督行政の基本であるルールの明確化や透明性の確保等を図ることは勿論のこと、〇　金融監督行政の基本であるルールの明確化や透明性の確保等を図ることは勿論のこと、〇　金融監督行政の基本であるルールの明確化や透明性の確保等を図ることは勿論のこと、〇　金融監督行政の基本であるルールの明確化や透明性の確保等を図ることは勿論のこと、
他の行政分野、特に犯罪対策、個人情報保護政策、競争政策等との整合性に配慮する。他の行政分野、特に犯罪対策、個人情報保護政策、競争政策等との整合性に配慮する。他の行政分野、特に犯罪対策、個人情報保護政策、競争政策等との整合性に配慮する。他の行政分野、特に犯罪対策、個人情報保護政策、競争政策等との整合性に配慮する。

3.3.3.3. 検討結果検討結果検討結果検討結果
(1)(1)(1)(1) 顧客への書面交付の電子化顧客への書面交付の電子化顧客への書面交付の電子化顧客への書面交付の電子化
〇　取引過程のペーパーレス化は電子取引のメリットの一つである。一方、現行の業法の〇　取引過程のペーパーレス化は電子取引のメリットの一つである。一方、現行の業法の〇　取引過程のペーパーレス化は電子取引のメリットの一つである。一方、現行の業法の〇　取引過程のペーパーレス化は電子取引のメリットの一つである。一方、現行の業法の
規定上は取引過程において書面の交付が前提とされている場合があるため、各書面の果規定上は取引過程において書面の交付が前提とされている場合があるため、各書面の果規定上は取引過程において書面の交付が前提とされている場合があるため、各書面の果規定上は取引過程において書面の交付が前提とされている場合があるため、各書面の果
たしている機能に即して、電子媒体による代替を検討することが望ましい。たしている機能に即して、電子媒体による代替を検討することが望ましい。たしている機能に即して、電子媒体による代替を検討することが望ましい。たしている機能に即して、電子媒体による代替を検討することが望ましい。
○　その際、交付された情報について、紙媒体の書面により交付された場合と同等の利用○　その際、交付された情報について、紙媒体の書面により交付された場合と同等の利用○　その際、交付された情報について、紙媒体の書面により交付された場合と同等の利用○　その際、交付された情報について、紙媒体の書面により交付された場合と同等の利用
可能性が確保されるよう、①顧客の包括的同意及び情報保存手段の確認、②非電子的手可能性が確保されるよう、①顧客の包括的同意及び情報保存手段の確認、②非電子的手可能性が確保されるよう、①顧客の包括的同意及び情報保存手段の確認、②非電子的手可能性が確保されるよう、①顧客の包括的同意及び情報保存手段の確認、②非電子的手
段による連絡手段の明示、③紙形態での書面交付を求められた場合の対応、④顧客が情段による連絡手段の明示、③紙形態での書面交付を求められた場合の対応、④顧客が情段による連絡手段の明示、③紙形態での書面交付を求められた場合の対応、④顧客が情段による連絡手段の明示、③紙形態での書面交付を求められた場合の対応、④顧客が情
報を受領したことの確認などが求められる。報を受領したことの確認などが求められる。報を受領したことの確認などが求められる。報を受領したことの確認などが求められる。

(2)(2)(2)(2) 電子的手段によるディスクロージャー電子的手段によるディスクロージャー電子的手段によるディスクロージャー電子的手段によるディスクロージャー
〇　ネット取引を行う顧客への充分なディスクロージャーを行うという観点から、紙媒体〇　ネット取引を行う顧客への充分なディスクロージャーを行うという観点から、紙媒体〇　ネット取引を行う顧客への充分なディスクロージャーを行うという観点から、紙媒体〇　ネット取引を行う顧客への充分なディスクロージャーを行うという観点から、紙媒体
を店舗に備え置くことによって開示されているのと同等の内容の情報を同じタイミングを店舗に備え置くことによって開示されているのと同等の内容の情報を同じタイミングを店舗に備え置くことによって開示されているのと同等の内容の情報を同じタイミングを店舗に備え置くことによって開示されているのと同等の内容の情報を同じタイミング
でホームページに掲載すべきである。また、電子媒体によるディスクロージャー特有のでホームページに掲載すべきである。また、電子媒体によるディスクロージャー特有のでホームページに掲載すべきである。また、電子媒体によるディスクロージャー特有のでホームページに掲載すべきである。また、電子媒体によるディスクロージャー特有の
メリットとして、時間を問わず利用できること、タイムリーな開示が可能となること等メリットとして、時間を問わず利用できること、タイムリーな開示が可能となること等メリットとして、時間を問わず利用できること、タイムリーな開示が可能となること等メリットとして、時間を問わず利用できること、タイムリーな開示が可能となること等
があげられる。があげられる。があげられる。があげられる。
〇　今後、電子媒体によるディスクロージャーの充実を図る上では、①レイアウト〇　今後、電子媒体によるディスクロージャーの充実を図る上では、①レイアウト〇　今後、電子媒体によるディスクロージャーの充実を図る上では、①レイアウト〇　今後、電子媒体によるディスクロージャーの充実を図る上では、①レイアウト・操作・操作・操作・操作
性等の工夫、②開示の時期性等の工夫、②開示の時期性等の工夫、②開示の時期性等の工夫、②開示の時期・頻度及び内容の充実といった点を考慮すべきである。・頻度及び内容の充実といった点を考慮すべきである。・頻度及び内容の充実といった点を考慮すべきである。・頻度及び内容の充実といった点を考慮すべきである。
〇　現在、ディスクロージャーの電子化にむけた業界〇　現在、ディスクロージャーの電子化にむけた業界〇　現在、ディスクロージャーの電子化にむけた業界〇　現在、ディスクロージャーの電子化にむけた業界・業者の取組が見られるが、今後の・業者の取組が見られるが、今後の・業者の取組が見られるが、今後の・業者の取組が見られるが、今後の
電子金融取引の拡充に合わせ、電子媒体によるディスクロージャーの一層の充実が求め電子金融取引の拡充に合わせ、電子媒体によるディスクロージャーの一層の充実が求め電子金融取引の拡充に合わせ、電子媒体によるディスクロージャーの一層の充実が求め電子金融取引の拡充に合わせ、電子媒体によるディスクロージャーの一層の充実が求め
られる。インターネット取引を行う業者についてディスクロージャーの電子化を義務づられる。インターネット取引を行う業者についてディスクロージャーの電子化を義務づられる。インターネット取引を行う業者についてディスクロージャーの電子化を義務づられる。インターネット取引を行う業者についてディスクロージャーの電子化を義務づ
け、また、インターネット専業銀行等については、店舗への備置きを免除し電子媒体のけ、また、インターネット専業銀行等については、店舗への備置きを免除し電子媒体のけ、また、インターネット専業銀行等については、店舗への備置きを免除し電子媒体のけ、また、インターネット専業銀行等については、店舗への備置きを免除し電子媒体の
みでの開示を容認するという法制面の整備を行うことも考えられる。みでの開示を容認するという法制面の整備を行うことも考えられる。みでの開示を容認するという法制面の整備を行うことも考えられる。みでの開示を容認するという法制面の整備を行うことも考えられる。
　　　　
(3)(3)(3)(3) 販売販売販売販売・勧誘時の説明・勧誘時の説明・勧誘時の説明・勧誘時の説明・情報提供・情報提供・情報提供・情報提供
〇　電子金融取引であっても、利用者保護の必要性の程度は一般の取引と異なるものでは〇　電子金融取引であっても、利用者保護の必要性の程度は一般の取引と異なるものでは〇　電子金融取引であっても、利用者保護の必要性の程度は一般の取引と異なるものでは〇　電子金融取引であっても、利用者保護の必要性の程度は一般の取引と異なるものでは
なく、業法上の説明義務は等しく適用されるべきである。なく、業法上の説明義務は等しく適用されるべきである。なく、業法上の説明義務は等しく適用されるべきである。なく、業法上の説明義務は等しく適用されるべきである。
○　その際、非対面性という特性を踏まえ、電子メール等により顧客が説明を受けたこと○　その際、非対面性という特性を踏まえ、電子メール等により顧客が説明を受けたこと○　その際、非対面性という特性を踏まえ、電子メール等により顧客が説明を受けたこと○　その際、非対面性という特性を踏まえ、電子メール等により顧客が説明を受けたこと
を確認すること及び顧客に質問する機会を与えることによって、実質的な説明が確保さを確認すること及び顧客に質問する機会を与えることによって、実質的な説明が確保さを確認すること及び顧客に質問する機会を与えることによって、実質的な説明が確保さを確認すること及び顧客に質問する機会を与えることによって、実質的な説明が確保さ
れる。このことは、ひいては、顧客が安心して電子取引に参加する環境整備に資するもれる。このことは、ひいては、顧客が安心して電子取引に参加する環境整備に資するもれる。このことは、ひいては、顧客が安心して電子取引に参加する環境整備に資するもれる。このことは、ひいては、顧客が安心して電子取引に参加する環境整備に資するも
のと考えられる。のと考えられる。のと考えられる。のと考えられる。
〇　マネー〇　マネー〇　マネー〇　マネー・ローンダリングの防止等の観点から行われている顧客の本人確認等について・ローンダリングの防止等の観点から行われている顧客の本人確認等について・ローンダリングの防止等の観点から行われている顧客の本人確認等について・ローンダリングの防止等の観点から行われている顧客の本人確認等について
は、非電子的手段を用いることを含め、その実効性を確保することが必要である。は、非電子的手段を用いることを含め、その実効性を確保することが必要である。は、非電子的手段を用いることを含め、その実効性を確保することが必要である。は、非電子的手段を用いることを含め、その実効性を確保することが必要である。

(4)(4)(4)(4) トラブル対応等トラブル対応等トラブル対応等トラブル対応等
〇　電子金融取引が国民の間に定着するためには、各業者においてトラブルの未然防止と〇　電子金融取引が国民の間に定着するためには、各業者においてトラブルの未然防止と〇　電子金融取引が国民の間に定着するためには、各業者においてトラブルの未然防止と〇　電子金融取引が国民の間に定着するためには、各業者においてトラブルの未然防止と



対応のために適切な措置がとられなければならない。また、システム障害に基づくトラ対応のために適切な措置がとられなければならない。また、システム障害に基づくトラ対応のために適切な措置がとられなければならない。また、システム障害に基づくトラ対応のために適切な措置がとられなければならない。また、システム障害に基づくトラ
ブルについては、そのような場合の責任分担のあり方や連絡方法等について、業者からブルについては、そのような場合の責任分担のあり方や連絡方法等について、業者からブルについては、そのような場合の責任分担のあり方や連絡方法等について、業者からブルについては、そのような場合の責任分担のあり方や連絡方法等について、業者から
利用者に予め確実に情報を提供しておく必要がある。利用者に予め確実に情報を提供しておく必要がある。利用者に予め確実に情報を提供しておく必要がある。利用者に予め確実に情報を提供しておく必要がある。
○　幅広い利用者が正しい知識に基づき電子金融取引の利便性を享受できるよう知識の普○　幅広い利用者が正しい知識に基づき電子金融取引の利便性を享受できるよう知識の普○　幅広い利用者が正しい知識に基づき電子金融取引の利便性を享受できるよう知識の普○　幅広い利用者が正しい知識に基づき電子金融取引の利便性を享受できるよう知識の普
及を図る必要があるとともに、電子金融取引に伴うリスクやトラブルが生じた際の連絡及を図る必要があるとともに、電子金融取引に伴うリスクやトラブルが生じた際の連絡及を図る必要があるとともに、電子金融取引に伴うリスクやトラブルが生じた際の連絡及を図る必要があるとともに、電子金融取引に伴うリスクやトラブルが生じた際の連絡
先等を利用者へ周知することが望ましい。その方法としては、監督当局のホームページ先等を利用者へ周知することが望ましい。その方法としては、監督当局のホームページ先等を利用者へ周知することが望ましい。その方法としては、監督当局のホームページ先等を利用者へ周知することが望ましい。その方法としては、監督当局のホームページ
を活用することも有用である。を活用することも有用である。を活用することも有用である。を活用することも有用である。

(5)(5)(5)(5) 越境取引への対応越境取引への対応越境取引への対応越境取引への対応
〇　外国の金融サービス業者が国内利用者と電子取引を行うに当たっては、利用者に対し〇　外国の金融サービス業者が国内利用者と電子取引を行うに当たっては、利用者に対し〇　外国の金融サービス業者が国内利用者と電子取引を行うに当たっては、利用者に対し〇　外国の金融サービス業者が国内利用者と電子取引を行うに当たっては、利用者に対し
適切な情報提供がなされなければならない。そのため、業者はそのホームページ上に所適切な情報提供がなされなければならない。そのため、業者はそのホームページ上に所適切な情報提供がなされなければならない。そのため、業者はそのホームページ上に所適切な情報提供がなされなければならない。そのため、業者はそのホームページ上に所
在地、免許取得国在地、免許取得国在地、免許取得国在地、免許取得国・地域等の利用者のための情報を掲載することが望ましい。・地域等の利用者のための情報を掲載することが望ましい。・地域等の利用者のための情報を掲載することが望ましい。・地域等の利用者のための情報を掲載することが望ましい。
〇　監督当局は、利用者が越境取引を行う上で知っておくべき情報を、ホームページ上で〇　監督当局は、利用者が越境取引を行う上で知っておくべき情報を、ホームページ上で〇　監督当局は、利用者が越境取引を行う上で知っておくべき情報を、ホームページ上で〇　監督当局は、利用者が越境取引を行う上で知っておくべき情報を、ホームページ上で
提供することが望ましい。また、外国業者に向けて、どのような行為が我が国の規制に提供することが望ましい。また、外国業者に向けて、どのような行為が我が国の規制に提供することが望ましい。また、外国業者に向けて、どのような行為が我が国の規制に提供することが望ましい。また、外国業者に向けて、どのような行為が我が国の規制に
抵触するかという判断基準を示すことについても検討すべきである。抵触するかという判断基準を示すことについても検討すべきである。抵触するかという判断基準を示すことについても検討すべきである。抵触するかという判断基準を示すことについても検討すべきである。
〇　国際的な監督体制の充実に向け、我が国としても、国際的な協力体制の強化について〇　国際的な監督体制の充実に向け、我が国としても、国際的な協力体制の強化について〇　国際的な監督体制の充実に向け、我が国としても、国際的な協力体制の強化について〇　国際的な監督体制の充実に向け、我が国としても、国際的な協力体制の強化について
具体的に検討することが急務であると同時に、国際的なルール作りに積極的に参加して具体的に検討することが急務であると同時に、国際的なルール作りに積極的に参加して具体的に検討することが急務であると同時に、国際的なルール作りに積極的に参加して具体的に検討することが急務であると同時に、国際的なルール作りに積極的に参加して
いくことが望ましい。いくことが望ましい。いくことが望ましい。いくことが望ましい。

(6)(6)(6)(6) 第三者の関与第三者の関与第三者の関与第三者の関与
〇　電子金融取引は、インターネット〇　電子金融取引は、インターネット〇　電子金融取引は、インターネット〇　電子金融取引は、インターネット・サービス・サービス・サービス・サービス・プロバイダーに依存した取引であるこ・プロバイダーに依存した取引であるこ・プロバイダーに依存した取引であるこ・プロバイダーに依存した取引であるこ
とにかんがみ、業者は十分なリスク管理対策を講じるとともに、顧客に対してもリスクとにかんがみ、業者は十分なリスク管理対策を講じるとともに、顧客に対してもリスクとにかんがみ、業者は十分なリスク管理対策を講じるとともに、顧客に対してもリスクとにかんがみ、業者は十分なリスク管理対策を講じるとともに、顧客に対してもリスク
の存在についての情報提供を行う必要がある。監督当局の検査の存在についての情報提供を行う必要がある。監督当局の検査の存在についての情報提供を行う必要がある。監督当局の検査の存在についての情報提供を行う必要がある。監督当局の検査・監督においては、これ・監督においては、これ・監督においては、これ・監督においては、これ
ら対策の実施状況をチェックする必要がある。ら対策の実施状況をチェックする必要がある。ら対策の実施状況をチェックする必要がある。ら対策の実施状況をチェックする必要がある。
〇　システム部門を中心に金融サービス業者による非金融サービス業者へのアウトソーシ〇　システム部門を中心に金融サービス業者による非金融サービス業者へのアウトソーシ〇　システム部門を中心に金融サービス業者による非金融サービス業者へのアウトソーシ〇　システム部門を中心に金融サービス業者による非金融サービス業者へのアウトソーシ
ングが拡大しているが、この場合、業者は委託者としての責任を免れることはできない。ングが拡大しているが、この場合、業者は委託者としての責任を免れることはできない。ングが拡大しているが、この場合、業者は委託者としての責任を免れることはできない。ングが拡大しているが、この場合、業者は委託者としての責任を免れることはできない。
また、アウトソーシングに伴うリスクに対する業者の管理態勢について、実効的な監督また、アウトソーシングに伴うリスクに対する業者の管理態勢について、実効的な監督また、アウトソーシングに伴うリスクに対する業者の管理態勢について、実効的な監督また、アウトソーシングに伴うリスクに対する業者の管理態勢について、実効的な監督
が担保できるよう検討を行う必要がある。が担保できるよう検討を行う必要がある。が担保できるよう検討を行う必要がある。が担保できるよう検討を行う必要がある。

(7)(7)(7)(7) 新たな金融情報サービスと金融サービス業新たな金融情報サービスと金融サービス業新たな金融情報サービスと金融サービス業新たな金融情報サービスと金融サービス業
〇　金融サービス業者のホームページのリンクにあたっては利用者による誤認が生じるこ〇　金融サービス業者のホームページのリンクにあたっては利用者による誤認が生じるこ〇　金融サービス業者のホームページのリンクにあたっては利用者による誤認が生じるこ〇　金融サービス業者のホームページのリンクにあたっては利用者による誤認が生じるこ
とを防止する手当てが必要とされる。また、ホームページ上の幅広い情報提供等は、そとを防止する手当てが必要とされる。また、ホームページ上の幅広い情報提供等は、そとを防止する手当てが必要とされる。また、ホームページ上の幅広い情報提供等は、そとを防止する手当てが必要とされる。また、ホームページ上の幅広い情報提供等は、そ
れ自体が業務を営んでいるといえない範囲で行われていれば、業法上の他業禁止規定にれ自体が業務を営んでいるといえない範囲で行われていれば、業法上の他業禁止規定にれ自体が業務を営んでいるといえない範囲で行われていれば、業法上の他業禁止規定にれ自体が業務を営んでいるといえない範囲で行われていれば、業法上の他業禁止規定に
抵触しないといえよう。抵触しないといえよう。抵触しないといえよう。抵触しないといえよう。
〇　インターネット上において、リンクや検索を活用した新たなタイプの金融情報サービ〇　インターネット上において、リンクや検索を活用した新たなタイプの金融情報サービ〇　インターネット上において、リンクや検索を活用した新たなタイプの金融情報サービ〇　インターネット上において、リンクや検索を活用した新たなタイプの金融情報サービ
スが行われるようになっている。今後の金融サービスを考える上では、従来の制度の枠スが行われるようになっている。今後の金融サービスを考える上では、従来の制度の枠スが行われるようになっている。今後の金融サービスを考える上では、従来の制度の枠スが行われるようになっている。今後の金融サービスを考える上では、従来の制度の枠
組みが想定していないような新しい金融商品販売チャネルやサービス提供者の拡がりを組みが想定していないような新しい金融商品販売チャネルやサービス提供者の拡がりを組みが想定していないような新しい金融商品販売チャネルやサービス提供者の拡がりを組みが想定していないような新しい金融商品販売チャネルやサービス提供者の拡がりを
も視野に入れることが不可欠となってくるものと考えられる。も視野に入れることが不可欠となってくるものと考えられる。も視野に入れることが不可欠となってくるものと考えられる。も視野に入れることが不可欠となってくるものと考えられる。



(8)(8)(8)(8) 店舗店舗店舗店舗・営業所の役割と電子化・営業所の役割と電子化・営業所の役割と電子化・営業所の役割と電子化
〇　電子金融取引が急速に普及し営業店舗を有しない金融サービス業者も登場しているが、〇　電子金融取引が急速に普及し営業店舗を有しない金融サービス業者も登場しているが、〇　電子金融取引が急速に普及し営業店舗を有しない金融サービス業者も登場しているが、〇　電子金融取引が急速に普及し営業店舗を有しない金融サービス業者も登場しているが、
従来、店舗従来、店舗従来、店舗従来、店舗・営業所が果たしてきた機能は、適正なルール及び態勢の整備等を行えば、・営業所が果たしてきた機能は、適正なルール及び態勢の整備等を行えば、・営業所が果たしてきた機能は、適正なルール及び態勢の整備等を行えば、・営業所が果たしてきた機能は、適正なルール及び態勢の整備等を行えば、
他の手段で代替可能である。他の手段で代替可能である。他の手段で代替可能である。他の手段で代替可能である。
○　したがって、営業店舗を有しない業者に免許○　したがって、営業店舗を有しない業者に免許○　したがって、営業店舗を有しない業者に免許○　したがって、営業店舗を有しない業者に免許・登録を認めることについて、・登録を認めることについて、・登録を認めることについて、・登録を認めることについて、「店舗「店舗「店舗「店舗・営・営・営・営
業所の役割」という観点からは基本的な問題はなく、その可否はより総合的な判断によ業所の役割」という観点からは基本的な問題はなく、その可否はより総合的な判断によ業所の役割」という観点からは基本的な問題はなく、その可否はより総合的な判断によ業所の役割」という観点からは基本的な問題はなく、その可否はより総合的な判断によ
るべきである。なお、電子取引以外にも、電話等のチャネルの重要性が増す等銀行等のるべきである。なお、電子取引以外にも、電話等のチャネルの重要性が増す等銀行等のるべきである。なお、電子取引以外にも、電話等のチャネルの重要性が増す等銀行等のるべきである。なお、電子取引以外にも、電話等のチャネルの重要性が増す等銀行等の
店舗店舗店舗店舗・営業所の役割をめぐる状況は変化しており、こ・営業所の役割をめぐる状況は変化しており、こ・営業所の役割をめぐる状況は変化しており、こ・営業所の役割をめぐる状況は変化しており、これに対応し、営業所という概念にれに対応し、営業所という概念にれに対応し、営業所という概念にれに対応し、営業所という概念に
基本を置いた現状の規制を見直すことが望ましい。基本を置いた現状の規制を見直すことが望ましい。基本を置いた現状の規制を見直すことが望ましい。基本を置いた現状の規制を見直すことが望ましい。

以　上以　上以　上以　上



資料９－２－２

「金融サービスの電子取引等と監督行政に関する研究会」委員名簿

　　　　　　    　　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　平成１２年４月現在

岩村　充　　　　 早稲田大学アジア太平洋研究センター教授

大崎　貞和　　　(株)野村総合研究所資本市場研究部資本市場研究室長 　　

神作　裕之　　　学習院大学法学部教授　　　　

高橋　亘　　　　 慶應義塾大学経済学部教授

中村　栄作　　　(財)金融情報システムセンター総務部長

野村　修也　　　中央大学法学部教授

山田　誠一　　　神戸大学法学部教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　５０音順）

（注）上記委員の他、オブザーバーとして、大蔵省、金融再生委員会及び金融監督庁から

  実務者が参加。

　　　なお、研究会の事務局は、金融監督庁長官官房企画課がつとめた。



資料10－１ これまでの「貸し渋り」問題に対する対応

☆＝政府としての対応 ○＝大蔵省としての対応

●＝金融監督庁としての対応 ◇＝業界としての対応

□＝金融再生委員会としての対応

○９．１２．２４……大蔵省、「いわゆる「貸し渋り」への対応について」発表

（早期是正措置の弾力的運用、保有株式の評価方法の変更等の自己

資本比率対策＝10.2.27 措置、政府系金融機関の活用＝対応済、

融資相談窓口の設置要請＝9.12.26要請など）

○９．１２．２６……大蔵省銀行局長から各金融団体代表者宛、融資相談窓口の設置を

要請

☆１０．２．１６……金融システム安定化２法成立（公的資金による資本注入）

○１０．２．２７……大蔵省、「いわゆる「貸し渋り」への対応について」における措

置として、省令（早期是正措置の弾力運用）、告示（自己資本比

率）、通達（保有株式の評価方法の変更等）の改正を実施

☆１０．３．１１……総理→１９行、地銀協会長行、第二地銀協会長行、全信協会長金

庫、農中、政府系９庫に円滑な資金供給を要請

○１０．３．３１……総理の指示により、一般企業、金融機関にヒアリングを行い、結

果を新聞発表

財務局指示－金融課のほか経済調査課を動員

（対象先）

・一般企業 １０００社（大蔵省景気予測調査対象先）

・都市銀行～信用金庫全行庫（５５６機関）

・政府系７庫

通産省にも一般企業に対するヒアリング指示あり。

☆１０．４．２４……総合経済対策「健全な中小・中堅企業等に対する円滑な資金供給

に支障を来さないよう要請する」

○１０．４．２７……蔵相→全銀協会長、信託協会会長、ＩＢＪ頭取の３者に対して、

健全な企業への資金供給を行うという金融機関本来の使命を充分

に発揮していただくよう要請



☆１０．８．２８……「中小企業等貸し渋り対策大綱」閣議決定

（信用保証協会の特別保証制度の創設等信用補完制度の拡充、政府

系金融機関の融資制度の拡充など）

●１０．９．１１……金融監督庁、「金融機関に関する苦情相談窓口の周知等について」

発表

●１０．１０．１……金融監督庁及び中小企業庁「地域融資動向に関する情報交換会」

の開催について都道府県へ通知。

◇１０．１０．１３…全銀協理事会において「中小企業金融安定化特別保証制度」濫用

防止について申し合わせ

☆１０．１０．１６…「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」成立

（公的資金による資本増強、１０月２３日施行）

●１０．１０．２２…都銀１行に対して、債権管理態勢について不適切な内部文書を支

店へ通知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１０．１０．２７…主要１９行に対して、本年度下期の貸出計画のヒアリング等を実

施することを発表

☆１０．１１．１６…緊急経済対策閣議決定

（金融機関の業務再構築、中小企業等への信用供与の配慮等を内容

とする基準に基づく資本増強制度の実効ある運用、早期是正措置

の発動基準等の改正による検査監督行政の効果的な運用、日本開

発銀行の融資制度の拡充等による信用収縮対策など）

●１０．１２．１……各金融関係団体に対して、中小企業金融安定化特別保証制度の運

用にあたり万全を期すよう、傘下金融機関への周知徹底方連絡

●１０．１２．７……地銀、第二地銀に対して、本年度下期の貸出計画のヒアリング等

を実施することを発表

●１０．１２．２２…全銀協会長、地銀協会長、第二地銀協会長、全信協会長、全信組

協会長に対し、「総理と中小企業団体との懇談会」において出さ

れた民間金融機関に対する意見を伝達するとともに、各金融機関

の支店等の現場の融資担当者にまで金融の円滑の趣旨を徹底する



よう伝達。

☆１０．１２．２８…総理→全銀協会長行、地銀協会長行、第二地銀協会長行、全信協

副会長行、全信組協会長行、農中、政府系８庫に円滑な資金供給

等を要請

●１１． １．１４…地銀４行、第二地銀行１行、信金１庫に対して、信用保証協会保

証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書を支店へ通

知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１１． ３． ５…都銀３行、第二地銀行１行、信金３庫に対して、信用保証協会保

証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書を支店へ通

知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１１． ４．２６…金融に関する相談電話等について円滑かつ迅速な処理を行うため

の音声自動応答システムの運用を開始

●１１． ４．２８…都銀１行、地銀４行、第二地銀行２行、信金７庫に対して、信用

保証協会保証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書

を支店へ通知していたこと等から、業務改善命令を発出

□ ●１１．１１． ９…金融再生委員会・金融監督庁 → 資本増強行（都銀８行、長信

銀１行、信託５行、地銀１行）に対し、経営健全化計画における

中小企業向け貸出の目標を達成するよう、口頭で要請

☆１１．１１．１１…経済新生対策閣議決定。

（中小企業金融安定化特別保証を平成13年３月末まで１年間延長

し、保証枠を10兆円追加）

●１１．１２． ３…各金融関係団体に対して、健全な中小企業者に対して必要な資金

供給が円滑に行われるよう、傘下金融機関への周知徹底方連絡

□ ●１１．１２． ７…金融再生委員会・金融監督庁 → 貸出実績が３月末と比べ減少

している銀行に対し、中小企業向け貸出増加のための新たな施策

を慫慂

□ ●１１．１２．１６…金融再生委員会委員長→全銀協、地銀協、信託協、第二地銀協、

全信協、全信中協、全労協、農中の代表に円滑な資金供給等を要請



資料10－２

地域融資動向に関する意見交換会の実施状況
（ 第 １ 回 ～ 第 ３ 回 ）

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回

北 海 道 10／30 ２／18 12／３ 滋 賀 県 11／12 ２／９ 11／26

青 森 県 11／20 ３／12 12／１ 京 都 府 11／12 ２／３ 11／18

秋 田 県 11／13 ３／19 12／２ 大 阪 府 11／２ １／26 11／25

岩 手 県 11／10 ３／23 11／19 奈 良 県 11／26 ２／23 12／２

山 形 県 11／25 ３／17 11／29 和歌山県 11／17 ２／９ 12／６

福 島 県 11／24 ３／５ 12／13 兵 庫 県 11／24 ２／15 11／22

宮 城 県 11／13 ３／12 12／２ 岡 山 県 11／６ １／27 12／17

群 馬 県 11／26 ２／４ 11／26 島 根 県 10／30 １／28 12／14

栃 木 県 11／11 ２／８ 12／２ 鳥 取 県 11／４ １／20 11／29

茨 城 県 10／８ ２／８ 11／30 広 島 県 10／26 ２／２ 12／２

埼 玉 県 11／11 ３／18 12／２ 山 口 県 11／11 ２／５ 12／16

千 葉 県 11／18 ３／12 11／29 香 川 県 10／26 ３／８ 11／29

東 京 都 10／30 ３／９ 12／２ 高 知 県 11／24 ３／17 12／２

神奈川県 11／25 ２／９ 12／17 愛 媛 県 11／９ ３／18 12／３

新 潟 県 11／12 ２／16 12／２ 徳 島 県 11／９ ３／10 12／１

山 梨 県 11／24 ２／22 12／15 福 岡 県 10／28 ２／25 12／８

長 野 県 11／13 ３／15 11／30 佐 賀 県 11／13 ３／19 12／17

富 山 県 11／12 ２／16 11／26 長 崎 県 11／５ ３／15 12／９

石 川 県 10／26 ２／19 11／16 大 分 県 10／28 ３／16 12／14

福 井 県 11／24 ２／８ 11／25 熊 本 県 11／９ ２／22 12／14

静 岡 県 11／20 ３／12 11／29 宮 崎 県 10／26 ３／19 12／20

愛 知 県 10／29 ２／18 11／19 鹿児島県 11／２ ２／22 11／22

岐 阜 県 11／13 ２／22 11／29 沖 縄 県 10／23 ３／４ ６／18

三 重 県 11／18 ２／10 11／25 ※沖縄県は12／１に４回目を実施



資料10－３

特殊要因調整後計数について【日銀調べ：平残】   （’00/4月）

（単位：百億円）

特殊要因特殊要因特殊要因特殊要因

対前年同月比

00/400/400/400/4 00/300/300/300/3 00/200/200/200/2 00/100/100/100/1 99/1299/1299/1299/12 99/1199/1199/1199/11 99/1099/1099/1099/10

46,82846,82846,82846,828 -4.2-4.2-4.2-4.2 1,1591,1591,1591,159 47,98747,98747,98747,987 -1.8-1.8-1.8-1.8 -2.1-2.1-2.1-2.1 -2.4-2.4-2.4-2.4 -2.3-2.3-2.3-2.3 -2.2-2.2-2.2-2.2 -2.1-2.1-2.1-2.1 -1.6-1.6-1.6-1.6

都・長・信都・長・信都・長・信都・長・信 28,62428,62428,62428,624 -4.7-4.7-4.7-4.7 928928928928 29,55229,55229,55229,552 -1.6-1.6-1.6-1.6 r -2.2r -2.2r -2.2r -2.2 -2.7-2.7-2.7-2.7 -2.6-2.6-2.6-2.6 -2.7-2.7-2.7-2.7 -2.9-2.9-2.9-2.9 -2.6-2.6-2.6-2.6

地方銀行地方銀行地方銀行地方銀行 13,39413,39413,39413,394 -1.8-1.8-1.8-1.8 182182182182 13,57713,57713,57713,577 -0.5-0.5-0.5-0.5 -1.5-1.5-1.5-1.5 -1.6-1.6-1.6-1.6 -1.5-1.5-1.5-1.5 -1.1-1.1-1.1-1.1 -1.0-1.0-1.0-1.0 -0.5-0.5-0.5-0.5

第二地銀第二地銀第二地銀第二地銀 4,8094,8094,8094,809 -7.3-7.3-7.3-7.3 49494949 4,8584,8584,8584,858 -6.4-6.4-6.4-6.4 r -2.8r -2.8r -2.8r -2.8 r -2.7r -2.7r -2.7r -2.7 -2.2-2.2-2.2-2.2 -2.4-2.4-2.4-2.4 -0.2-0.2-0.2-0.2 2.22.22.22.2

　(5)rを付した数字は、以前公表されたものから修正された数字。

出典：日銀「貸出・資金吸収動向」

　(4)旧住宅金融債券管理機構向け貸出は、整理回収機構に振り替わった金額

（注）各特殊要因の算出方法は、以下の通り。

　(1)貸出債権流動化要因：貸出債権流動化残高前年差

　(2)為替変動要因：外貨インパ貸平残（外貨建）を円・ドル為替相場の前年差で調整

　(3)貸出債権償却要因：過去1年分の貸出金償却額、債権償却特別勘定目的取崩額、ＣＣＰＣへの債権売

　   却損（第1方式）、その他貸出債権売却損、債権放棄額、の累計

　特殊要因（(1)貸出債権流動化要因、(2)為替変動要因、(3)貸出債権償却要因、(4)旧住宅金融債権管理機構向
け貸出）を調整した2000年3月の総貸出平残及び同前年比は下表の通り。

特殊要因調整後総貸出平残特殊要因調整後総貸出平残特殊要因調整後総貸出平残特殊要因調整後総貸出平残

2000.42000.42000.42000.4

五業態計五業態計五業態計五業態計

対前年同月比

総貸出平残総貸出平残総貸出平残総貸出平残
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Ｈ9.9　Ｈ9.9　Ｈ9.9　Ｈ9.9　 Ｈ10.3Ｈ10.3Ｈ10.3Ｈ10.3 H10.9H10.9H10.9H10.9 H11.3H11.3H11.3H11.3 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 H12.1H12.1H12.1H12.1 2222 3333 4444

527527527527 527527527527 513513513513 507507507507 484484484484 482482482482 481481481481 478478478478 476476476476 478478478478 478478478478 476476476476 476476476476 468468468468

対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 -0.3 -1.6 -2.7 -3.9 -6.1 -6.5 -6.3 -5.5 -5.7 -5.9 r -6.0 -6.3 r -5.9 -4.2

244244244244 244244244244 238238238238 229229229229 219219219219 219219219219 219219219219 217217217217 216216216216 219219219219 219219219219 217217217217 218218218218 214214214214

対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 -0.1 -1.4 -2.6 -6.3 -8.6 -8.7 -8.0 -6.9 -6.0 -5.2 -5.3 -5.6 r -4.5 -1.9

44444444 42424242 41414141 40404040 38383838 36363636 35353535 35353535 34343434 32323232 32323232 32323232 31313131 30303030

対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 -2.2 -7.5 -7.4 -6.2 -8.7 -11.7 -13.9 -12.9 -15.3 -19.7 -19.8 -20.3 -22.7 -21.2

52525252 50505050 48484848 46464646 43434343 43434343 43434343 43434343 43434343 43434343 43434343 42424242 42424242 41414141

対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 -5.7 -6.1 -7.0 -7.6 -11.4 -11.2 -10.3 -7.9 -8.0 -8.1 -8.1 -8.3 -8.4 -4.1

135135135135 138138138138 135135135135 139139139139 133133133133 133133133133 133133133133 133133133133 133133133133 134134134134 134134134134 134134134134 135135135135 133133133133

対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 1.5 1.5 -0.1 0.2 -1.1 -1.4 -1.6 -2.0 -2.5 -2.6 -2.9 -2.9 -2.8 -1.8

52525252 52525252 51515151 53535353 51515151 51515151 51515151 51515151 50505050 51515151 51515151 50505050 50505050 48484848
対前年同月比対前年同月比対前年同月比対前年同月比 0.6 -0.9 -2.3 1.6 -0.5 -0.7 -0.7 -0.6 -2.7 -4.9 -5.4 -5.6 -5.3 -7.3

出典：日本銀行「貸出・資金吸収動向」

金　融　機　関　の　貸　出　動　向金　融　機　関　の　貸　出　動　向金　融　機　関　の　貸　出　動　向金　融　機　関　の　貸　出　動　向

地方銀行地方銀行地方銀行地方銀行

第二地銀第二地銀第二地銀第二地銀

（単位：兆円）（単位：兆円）（単位：兆円）（単位：兆円）

都市銀行都市銀行都市銀行都市銀行

長信銀長信銀長信銀長信銀

信託銀行信託銀行信託銀行信託銀行

５業態計５業態計５業態計５業態計

[総貸出速報ベース：平残]



資料１０－５

貸出残高の推移
全国銀行計

478.4 484.5 486.7 491.4 484.1
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貸出残高 うち中小企業向

（注）「中小企業向」は、資本金１億円以下又は常用従業員３００人以下（卸売業は資本金３０００万円以下又は
常用従業員１００人以下、小売業、飲食店及びサービス業は資本金１０００万円以下又は常用従業員５０人以
下）の法人向けのみ。
出典：金融経済統計月報（日本銀行）

(53.8%) (52.8%) (52.3%) (51.4%) (50.1%)
(49.2%) (47.6%)
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